
鹿児島市 長寿あんしん課 地域包括ケア推進係 

令和６年度 集団指導
全施設・サービス事業所 総合事業編

制度に関すること



総合事業の目的について

介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」という。）
は、地域包括ケアシステムの構築のために導入された事業のひとつ
であり、その目的は、「要支援者等に対して、介護予防や要介護状
態の軽減もしくは悪化を防止するための多様なサービスを提供し、
自立した日常生活の支援を実施することにより、活動的で生きがい
を持った生活を送ることを支援する」、「高齢者が、住み慣れた地
域でいきいきと暮らし続けることができるようにするため、生きが
いづくりと社会参加の場を確保するとともに、高齢者を地域全体で
支えあう体制づくりを推進する」ことです。

事業推進のためには、「自立支援・介護予防」とともに、地域住
民を主体とした活動や、人と人とのつながりを支援していく「地域
づくり」が重要であり、この目的を地域住民、事業所、地域包括支
援センター、行政がともに理解し、協働して創り上げていくことが
必要不可欠です。



地域包括ケアシステムについて

〇左のイラストは、地域包括ケアシステムの５つの
構成要素を、より詳しく、またこれらの要素が互い
に連携しながら有機的な関係を担っていることを植
物に例えて図示したものです。

〇「住まい」と「介護予防・生活支援」を基本的な
要素とし、そのような養分を含んだ土があって初め
て、専門職による「医療・看護」などが効果的な役
目を果たすという考え方を表しています。

「地域包括ケアシステム」とは、要介護状態となっても住み慣れた
地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、
「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」という５つの
サービス・支援を適切に受けることができるような地域での体制の
こと。



根拠法令
(1)介護予防・日常生活支援総合事業の根拠法令

「介護保険法」（第１１５条の４５第１項）

(2) 国の省令等

「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン」

「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案についてのＱ＆Ａ」

「地域支援実施要綱」

(3)市要領等

「鹿児島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要領」

「鹿児島市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める要領」



①導入の背景

（導入の背景）
〇団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年（令和７年）に向けて、高齢者が
住み慣れた地域で安心して暮らすことができる社会を実現するとともに、介護
保険制度の持続可能性を確保することが求められており、平成２９年４月１日
から開始。

（国の基本的な考え方）
〇要支援者等の選択できるサービス・支援を充実し、在宅生活の安心確保を図る。

〇低廉なサービス・支援の充実・利用普及、高齢者の社会参加の促進、介護予防・
重度化予防の推進等により、結果として費用の効率化が図られることを目指す。

〇介護事業所の専門職による既存のサービスに加えて、ＮＰＯ、民間企業、ボラン
ティアなど地域の多様な主体を活用し、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活
を続けられるように支援。高齢者は支え手側に回ることも想定。



②総合事業の構成

※出典

「介護予防・日常生活支援総合事業の

ガイドライン」



③本市の基本的な考え方

(1)従前の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護相当サービスの継続
・移行前の要支援認定者のうち、介護職による専門的なサービスを

必要とする人には、現行相当サービスを継続して提供する。

(2)多様なニーズに対応したサービスを創設
・身体介護を含まない生活支援サービス、時間を短縮したミニデイ

サービス、機能訓練の提供を目的としたサービスを設けるとともに、
多様な提供主体の参入を促進し、高齢者の自立を支援する。

(3)住民主体の自主的な活動を推進
・高齢者をはじめ、地域住民等によるサービスの提供を推進する。



④本市のサービス内容 ※出典「わたしたちの介護保険」

従前相当 ⇒

サービスＡ⇒

サービスＢ⇒

サービスＣ⇒



④本市のサービス内容 ※出典「わたしたちの介護保険」

従前相当

⇒

サービスＡ
⇒

サービスＡ
⇒



【総合事業（予防型訪問介護、生活支援型訪問介護、予防型通所介護、ミニデイ型通所介護）】

１．算定対象となる日数は、月の総日数から、
災害の影響により休業した期間(定期休業日を含む)を
差し引いた日数とする。

２．休業の影響を受けず計画通りの利用が出来た方は
月額包括報酬とする(日割り算定を行わない)。
また、同月内での振替で計画通りの回数を利用できた
場合も含む。
(前述の同月内の理由は月毎に給付管理する為、
翌月の振替を行わない。)

※こちらの取り扱いは、厚労省通知が発出された場合に限るとし、今後発出される厚労省通知に基づき見直す場合があります。
変更等ございましたら、メール等で周知を行いますので宜しくお願い致します

台風等の自然災害に係る事業所休業時の日割り算定について



令和６年度 集団指導
全施設・サービス事業所 総合事業編

鹿児島市 長寿あんしん課 長寿施設係 

基準・届出等
に関すること



人員・設備・運営基準について【訪問介護】



人員基準について【通所介護】



設備・運営基準について【通所介護】



総合事業も、変更届・加算の届出が必要です。

変更届・加算の届出について

◆様式 （鹿児島市ホームページ）

ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 介護サービス事業者に係る申請・届
出等 > 介護予防・日常生活支援総合事業の申請関係

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/k
aigo/jigyosha/sougoujigyou.html

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/sougoujigyou.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/sougoujigyou.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/sougoujigyou.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/sougoujigyou.html


◆変更届出書に記載されている事項が変更になった場合は、変更があった
日から10 日以内に届出が必要です。

◆「 変更届出書（令和６年度から様式変更）」に必要書類を添付のうえ
提出してください。

（法人印の押印は不要ですので、メールで提出できます。） 

◆変更届出書の様式及び添付書類一覧は、鹿児島市ホームページに掲載し
てあります。

ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 介護サービス事業者に係る申請・届出等 > 
介護予防・日常生活支援総合事業の申請関係

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jig
yosha/sougoujigyou.html

１．変更届出書

事業所の所在地や定員が変更になる場合は、事前に長寿施設係にご相談ください。
（設備基準や人員基準を確認します。）

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/sougoujigyou.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/sougoujigyou.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/sougoujigyou.html


２．加算の届出

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載されている項目に変更が生じ
る以下のような場合には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

➢各種加算の算定を開始・変更・終了する場合（予防型訪問介護サービス、予防型通所
介護サービス）

➢人員欠如等、減算要件に当てはまる状態が生じた場合・解消した場合（通所型）

➢介護給付費の割引を開始・終了する場合、割引率を変更する場合

◆様式は鹿児島市のホームページからダウンロードできます。
ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 介護サービス事業者に係る申請・届出等 > 介護予防・
日常生活支援総合事業の申請関係
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/so
ugoujigyou.html

算定される単位数が増える場合の提出期限・・・算定開始月の前月１５日まで！

15日までに提出→翌月から算定可

16日以降に提出→翌々月から算定可

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/sougoujigyou.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/sougoujigyou.html


加算の届出には、

⑴ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
⑵ 介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表
⑶ 添付書類

が必要です。法人印の押印は不要ですので、メールで提出できます。

➢ 加算の取り下げ、人員欠如による減算等は、判明した時点で速やかに提出してく
ださい。

２．加算の届出



⑶ 添付書類 （取得する加算によって、添付書類が異なります）

◆ ホームページにサー
ビスごとの添付書類
一覧を掲載していま
す。

◆ 加算の届出の際に、
必ず確認いただき、
添付書類の漏れが無
いようにお願いしま
す。

２．加算の届出（加算を取得する際に提出する様式等）



◆休止および廃止しようとする日の1月前までに提出してください。提出
の際は、利用者の移管先一覧（任意様式）を添付してください。
➢移管先一覧には、利用者の名前と移管先のサービス事業所名を記載してく

ださい。

➢休止中の事業所が廃止の届出を行う場合、移管先一覧は不要です。

◆再開する場合は、事前に長寿あんしん課までご連絡ください。

➢人員基準や設備基準等、再開に当たって必要な基準について、確認を行い
ます。

３．廃止・休止・再開の届出



◆届出書は、ホームページに掲載してあります。

鹿児島市 > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 介護サービス事業者に係る申請・届出等 > 
介護予防・日常生活支援総合事業の申請関係

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jig
yosha/sougoujigyou.html

◆提出の際は、「電子申請・届出システム」をご活用ください。
（詳細は、６．電子申請・届出システムの運用開始を参照）

３．廃止・休止・再開の届出

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/sougoujigyou.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/sougoujigyou.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/sougoujigyou.html


４．指定更新に係る申請

⑴介護保険法により事業所の指定は、６年ごとに更新が必要です。

⑵指定有効期間満了の2ヶ月前までには、法人宛てに更新申請の案

内を送付しています。

➢案内が届かない場合であっても指定有効期間は変わりません。必ず法人・

事業所で指定有効期間を把握・管理してください。

⑶申請書類は、指定有効期間満了日の１ヶ月前～２ヶ月前ま

での期間に提出してください。

⑷メール、郵送または持参により提出をお願いします。



⑸様式は鹿児島市のホームページからダウンロードできます。

ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 介護サービス事業者に係る申請・届出等 > 介護予防・日常生

活支援総合事業の指定更新

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/sougouji

gyou.html

⑹申請内容について照会する場合があります。必ず事業所控えを作成して下さい。

⑺現在休止中の事業所において更新手続きを行う場合は、事業を再開する必要が

あります。更新手続きを行わない場合は、指定有効期間満了日前までに「廃止

届」を提出してください。

⑻指定有効期間を超えて休止することは出来ません。

４．指定更新に係る申請

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/sougoujigyou.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/sougoujigyou.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/sougoujigyou.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/sougoujigyou.html


⑼「総合事業の更新申請書類等についての留意点」には、申請書を
提出される前に確認していただきたい項目を記載しています。

⑽申請書に記載の不備がないか、添付書類に不足がないか、提出前
に必ず確認してください。

⑾チェック後の「総合事業の更新申請書類等についての留意点」は、
指定更新申請書と一緒に提出をお願いします。

４．指定更新に係る申請



４．指定更新に係る申請



５．指定更新時に指定有効期限を合わせる場合の取扱い

◆ 本市では、更新対象事業所の
サービスと、同一所在地で行う
同種のサービス事業所の指定有
効期限が異なる場合、同時に指
定更新申請を行い、更新後の指
定有効期限を合わせることが可
能です。

※この取扱いは必須ではありませんので、
有効期限を合わせない場合は、これま
でどおり、サービスごとに指定更新申
請の手続きを行ってください。



５．指定更新時に指定有効期限を合わせる場合の取扱い

作成例を参考に、希望する事業者は、
任意の様式で申出書を作成いただき、
更新申請書に添付してください。

ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 介
護サービス事業者に係る申請・届出等 > 指定更新時に
指定有効期限を合わせる場合の取扱い（介護保険サー
ビス事業者関係）

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/c
houju/shisetu/shisetsu/siteikousinn.html

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/shisetsu/siteikousinn.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/shisetsu/siteikousinn.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/shisetsu/siteikousinn.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/shisetsu/siteikousinn.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/shisetsu/siteikousinn.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/shisetsu/siteikousinn.html


６．電子申請・届出システムの運用開始（Ｒ6.9～）
●電子申請・届出システムとは
✓国が、介護分野の文書に係る負担軽減の取組の一環として、介護サービ
ス情報公表システムを改修して運用を開始した、申請・届出等のウェブ入
力・電子申請ができるシステムです。

●メリット
✓複数の申請届出を提出可能。（文書負担の軽減、時間の削減）
✓申請届出の状況をオンライン上で確認可能。（手間の削減）
✓上記、削減できた手間・時間を、サービスの質の向上にご活用いただけ
ます。

●事前準備
✓システムの利用には、ＧビズＩＤ（プライムまたはメンバー）が必要です。
✓ＧビズＩＤの取得は２週間程度かかります。



６．電子申請・届出システムの運用開始（Ｒ6.9～）
●現在、提出可能な届出

休止届、廃止届、再開届、指定辞退届

●今後の受付開始スケジュール（予定）
※運用状況により前後する可能性あり
(1)６年度（１２月以降）

新規指定申請
(2)６年度（２月以降）

指定更新申請
(3)７年度（４月以降）

① 変更届
② 介護老人保健施設、介護医療院開設許可事項変更申請
③ 介護老人保健施設、介護医療院管理者承認申請
④ 介護老人保健施設、介護医療院広告事項許可申請
⑤ 指定介護予防支援委託（変更）届出

(4) ７年度（１０月以降）
   ① 介護給付費算定に係る体制等に関する届出



６．電子申請・届出システムの運用開始（Ｒ6.9～）
●鹿児島市ホームページ

ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 介護サービス事業者に係る申請・届
出等 > 電子申請届出システム（厚生労働省所管）について

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/denshishinseit
odokedesisutemu.html

●参考
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/denshishinseitodokedesisutemu.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/denshishinseitodokedesisutemu.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html


長寿あんしん課 長寿施設係では、年間を通して介護保険サービス事業所を運営する法
人様へのご案内を、メールにてお送りしております。

そのため、各法人様には法人メールアドレスの登録をお願いしておりますが、
指定基準や報酬にかかわる重要なご案内も含むことから、登録するメールアドレスは、
法人内の複数の方が確認でき、早急かつ確実に各事業所・従業員様へ周知していただけ
るアドレスの登録をお願いしております。

※１法人につき、３つまでメールアドレスの登録が可能です。

運営されている各事業所への、確実な周知をお願いします。



宛先：choujuanshin-shi@city.kagoshima.lg.jp

件名：【〇〇法人】法人メールアドレスの変更について

本文：変更前メールアドレス ⇒ 変更後メールアドレス

宛先：choujuanshin-shi@city.kagoshima.lg.jp

件名：【〇〇法人】法人メールアドレスの追加登録について

本文： 追加するメールアドレス①

追加するメールアドレス②

★登録アドレスの変更

★追加登録



（その他）事業運営の参考になるホームページ
【鹿児島市ホームページ】

◆事業所関係（鹿児島市の指定事業所向け）
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/index.html

◆鹿児島市からの新型コロナウイルス感染症に関する通知等
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/corona.html

◆非常災害対策・防災対策
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/saigaitaisaku.html 

【WAMNET（ワムネット）】

◆介護保険最新情報
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail-list?bun=020060090

◆介護サービス関係Ｑ＆Ａ集
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html

http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/index.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/corona.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/corona.html
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail-list?bun=020060090
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html
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